
国民年金
からのお知らせ

　国民年金は、20 歳以上であれば学生も加入
しなければなりません。しかし、学生の方は一
般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額
以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予され
る「学生納付特例制度」があります。
●対象　学校教育法に規定する大学（大学院）
　短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学
　校及び各種学校（修業年限１年以上である課
　程）に在学する学生等で、本人の前年所得が

　次の計算式で計算した金額以下である方
［所得の目安］
　118 万円＋（扶養親族等の数×38 万円）
●承認期間　４月～翌年 3月
※承認を受けた次の年度も在学予定である場合
　は、4月初めに日本年金機構から再申請の用
　紙が届きます。引き続き学生納付特例制度の
　申請を希望される場合は、必要事項を記入の
　うえ返送ください。

▽ 年金を受けている方の所在が１月以上明らかでない
　ときは、その世帯の世帯員の方は所在不明についての
　届出を速やかに行う必要があります。提出先は年金事
　務所です。

▽ お届けいただいた後に受給権者本人の健在を確認し、
　所在が不明な場合は、年金の支払いが一時止まります。

▽ 年金の支払いが止まっている方の所在が明らかにな
　ったときは、年金の受取りを再開するための手続きが
　必要になります。年金事務所にご連絡をお願いします。

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

　学生納付特例制度により、平成 30 年度
に保険料納付を猶予されている方で、平成
31 年度も引き続き在学予定の方へ、3月
末に基礎年金番号等が印字されたはがき形
式の学生納付特例申請書が、日本年金機構
より送付されます。
　同一の学校に在学されている方は、当は
がきに必要事項を記入して返送いただくこ

とにより、平成 31 年度の申請ができます
（この場合、在学証明書または学生証の写
しの添付は不要です）。
　なお、平成 31 年度は学生納付特例制度
を利用せず、保険料の納付を希望の場合
は、年金事務所で納付書を作成して送付し
ます。お手数をおかけしますが、年金事務
所にお問い合わせください。

国民年金保険料学生納付特例の申請について

届出が必要です。
＊年金事務所で年金請求等の相談
　をする場合は、事前予約が便利
　です。
＊白鷹町を会場に来年度も移動年
　金相談（予約）が開かれます。
　場所、時間など詳しい内容は、
　決定しだい広報誌などでお知ら
　せします。
［相談日］
　６月19日（水）・９月18日（水）・
　12月 18日（水）・３月 18日（水）
＊４月からの国民年金保険料は、
　月額 16,410 円になります。

　場所、時間など詳しい内容は、
　決定しだい広報誌などでお知ら

　６月19日（水）・９月18日（水）・
　12月 18日（水）・３月 18日（水）
＊４月からの国民年金保険料は、
　月額 16,410 円になります。

ちょっとプラスな情報です

学生の皆さんは要チェック！

ココに注目！

【問い合わせ】米沢年金事務所　☎ 0238-22-4220（自動音声）／町民課戸籍年金係　☎ 85-6129
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